
 

 

別添資料１ 

総合評価落札方式を導入した 

ビルメンテナンス業務発注モデルケースの作成手順 

作成の必要性 

 

厚生労働省が管轄するビルメンテナンス事業（庁舎における清掃若しくは設備管理等の

業務委託）については、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイド

ライン1」で、「ビルメンテナンス業務の中には、受注者の技術能力等により品質に影響が

生じ、業務が適切に行われない場合は当該建築物の環境衛生が適切に確保されなくなるもの

もあることから、そのような業務については、価格と技術能力等を総合的に評価する総合評

価落札方式を適用する必要がある。」と定められており、総合評価落札方式の適切な実施が

促されています。 

地方自治法施行令第 167 条の 10の 22でも「普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ

り当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契

約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文又は前条の規定により難い

ものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申

込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを

もつて申込みをした者を落札者とすることができる。」と定められているため、各地方公共

団体が入札契約方式を選択する際に総合評価落札方式を選択することができます。 

しかし、公共工事においては「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル3（国土交通

省）」等、各省庁及び地方公共団体が総合評価落札方式を実施する上で参考にできる資料が

提供されている一方で、公共工事と異なり、各省庁及び地方公共団体がビルメンテナンス業

務においては総合評価落札方式を実施する上で参考にできる資料が存在しません。本事業で

はビルメンテナンス業務における総合評価落札方式のさらなる普及のために、各省庁及び地

方公共団体がビルメンテナンス業務において総合評価落札方式を実施するための参考資料を

作成します。 
 

 
1 厚生労働省「ビルメンテナンス業務に係る発注関連事務の運用に関するガイドライン」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/building_maintenance_guideline.html、最

終アクセス日：2024 年 10 月 3 日） 
2 e-Gov「地方自治法施行令」（https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016#Mp-Pa_2-Ch_5-

Se_6-At_167_5、最終アクセス日：2024 年 10 月 2 日） 
3 国土交通省中部地方整備局「総合評価実施マニュアル」

（https://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/sougou.htm、最終アクセス日：2025 年 3 月 18 日） 
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作成の方向性 

「総合評価落札方式を導入したビルメンテナンス業務発注モデルケース」の作成にあた

り、既に公共工事における総合評価落札方式の実施において地方公共団体により活用されて

いる「地方公共団体向け 総合評価実施マニュアル（国土交通省）」等を参考にしました。

さらに、地方公共団体が作成し使用している「総合評価方式の適用ガイドライン（業務委託

契約）」等の資料の内容を精査し、全国的に適用できる内容を抽出し、その要素を含めまし

た。事前のデスクリサーチ、及び省庁並びに地方公共団体に対して実施した調査から、「清

掃業務」が地方公共団体がビルメンテナンス業務発注において総合評価落札方式を採用して

いたケースとして最も多く、かつ建築保全業務共通仕様書及び建築保全業務積算基準を使用

して仕様書及び予定価格内訳書が作成できる業務であることから、本資料では、建築保全業

務共通仕様書及び建築保全業務積算基準を基に発注できる清掃業務を想定したモデルケース

を作成しました。 
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総合評価落札方式を導入した 

ビルメンテナンス業務発注モデルケース 
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総合評価落札方式の概要 

1. ビルメンテナンス業務に総合評価落札方式を導入する理由は

何ですか 
ビルメンテナンス業務の中には、受注者の技術能力等により建築物の品質に影響が生じ

る業務があります。業務が適切に行われない場合に当該建築物の環境衛生が適切に確保され

なくなる業務については、価格と技術能力等を総合的に評価する総合評価落札方式を適用す

る必要があります4。 

総合評価落札方式では、競争参加者の履行実績や実施体制及び地域への貢献度等が総合

的に評価されます。提案内容の評価を数値化した得点と、提案された価格を評価し数値化し

た得点とを比較した「評価値」を用いることにより、技術と価格の両面から客観的に判定し

て、最もコストパフォーマンスの優れた提案を選定することができます。優れた技術を持つ

受注者に対して適切な対価を支払うことは、社会全体の持続可能な発展に貢献することにつ

ながります。 

「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」によると、総合評価落札方式には次のよ

うなメリットがあるため、導入により高い技術能力と地域の発展に対する強い意欲を持つビ

ルメンテナンス業者が成長できる環境が整備されると言えます。 
 

1. 価格と品質が総合的に優れた調達により、優良な社会資本の維持管理を行うことが

できる 

2. 必要な技術能力を有するビルメンテナンス業者のみが競争に参加することにより、

ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除ができる 

3. 技術能力を審査することにより、ビルメンテナンス業者の技術力向上に対する意欲

を高め、ビルメンテナンス業者の育成に貢献する 

4. 価格と品質の二つの基準で業者を選定することから、談合防止に一定の効果が期待

できる 

5. 総合評価落札方式の活用により、地域のビルメンテナンス業者の役割を適切に評価

することも可能となり、一般競争入札の導入・拡大を進めやすくなることから透明

性の確保が図れ、納税者の理解を促進する 

例えば価格競争方式で最低制限価格が定められている場合、競争参加者の入札価格が最

低制限価格と同額のためくじ引きで落札者を決定する、という状況も想定されます。総合評

価落札方式を導入することでくじ引きによる落札者の決定を防ぎ、より良い業者を選定する

ことができます。 

総合評価落札方式には最低制限価格制度は適用できませんが、具体的な価格による失格

基準※を設定5し、当該基準に該当する入札をした業者と契約をしなければ、最低制限価格

 
4 厚生労働省「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/building_maintenance_guideline.html、最

終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
5 参考：総務省「総合評価落札方式による入札における適切なダンピング対策の実施について」

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000665575.pdf、最終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
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制度と同様のダンピング排除の効果を得ることができます6。総合評価落札方式において、

失格基準の設定は低入札価格調査制度の適用を妨げるものではないため、併用することも可

能です。しかしビルメンテナンス業務において低入札価格調査制度が形骸化してしまう例が

多いことを踏まえると、総合評価落札方式に失格基準を導入することでダンピングを防止す

ることが望ましいと言えます。なお本モデルケースでは、総合評価落札方式の導入の推進を

目的として失格基準等の設定の例を示しますが、実際に導入する際には、各地方公共団体が

入札の実施実績等を総合的に考慮して、失格基準等の設定を行ってください。 

※失格基準とは：当該契約の適切な履行が確保できない蓋然性が高い入札者を失格とす

る基準を指す7 

 

総合評価落札方式の制度設計の際に義務付けられている学識経験者からの意見聴取（詳

細は「3. 総合評価落札方式における入札関係事務の違いは何ですか」を参照）について

は、入札監視委員会等の活用や、県単位又は複数の地方公共団体が共同で共通の委員による

意見聴取を行う等の方法により、より簡易に実施することもできます。 

いずれにしても、地方公共団体において総合評価落札方式をより積極的に導入すること

が、地域における社会資本の維持管理とビルメンテナンス業界の健全な発展に貢献するもの

と考えられます。 

 

  

 
6 「総合評価方式における最低制限価格制度の適用の可否：総合評価方式の性質上、低入札価格調査

制度のみが規定。このため、総合評価方式の適用対象工事については、価格による失格基準を定める

ことにより、最低制限価格と同様のダンピング排除の効果を得ることが可能であり、その活用を図っ

ていくことが重要。」総務省「総合評価方式における低入札価格調査制度の運用について」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/14569.html、最終アクセス日：

2025 年 3 月 13 日） 
7 参考：総務省「総合評価方式における低入札価格調査制度の運用について」

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/14569.html、最終アクセス日：

2025 年 3 月 13 日） 
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2. 総合評価落札方式とは何ですか 
総合評価落札方式とは、価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、品質を高め

るための新しい技術やノウハウ等、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する

落札方式のことです。価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた調達を行う

ことが可能になります。

 
図 1：総合評価落札方式とは 

 

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と品質を数値化した「評価 

値」が最も高いものを落札者とすることにより、予定価格の範囲内で最も品質の良いビルメ

ンテナンス業者を選定します。総合評価落札方式においては、新しい業務の方法や履行上の

工夫等の技術提案や、同種業務の実績、成績等が評価の対象となります。 

総合評価落札方式は、「価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利な

ものをもって申込みをした者を落札者とする」制度です（地方自治法施行令第 167 条の 10

の 2 第 2項）。各省庁及び地方公共団体にとって、これを満たしたものが最も有利であると

説明できる評価基準の設定を行ってください。 
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公共工事に活用される総合評価落札方式には、以下の 4つのタイプがあります。 

 

表 1：総合評価落札方式のタイプ 

公共工事に活用される総合評価落札方式 

市区町村向け簡易型（特別簡易型） 

技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、施工計画の評価を要件とせ

ず、同種工事の施工実績や工事成績等、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価

する方式です。 

市区町村によっては、技術系職員の不足等により公共事業発注のための体制が十分に整備

されていないという実態にも配慮し、市区町村向け簡易型総合評価方式では、施工実績や

工事成績等、適切な評価を経て定量化された評価項目を可能な限り設定し、入札参加者の

施工能力をより簡易に評価することにより、発注者にとって過重な事務負担を軽減しつ

つ、価格以外の要素を適切に盛り込むことを目的としています。 

 

簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、特定のテーマに沿って作成された簡

易な施工計画（A4 サイズで 1～2枚程度）のほか、同種・類似工事の施工実績や工事成績

等の評価項目と入札価格を総合的に評価する方式です。 

 

標準型 

技術的な工夫の余地が大きく、施工上の工夫等一般的な技術提案を求めることが適切な工

事に適用される方式です。 

例えば、環境の維持や交通の確保、特別な安全対策等が評価項目として挙げられます。 

 

高度技術提案型 

技術的な工夫の余地が大きい、高度な技術提案を要する工事に適用される方式です。 

例えば、ライフサイクルコスト、工事目的物の強度、耐久性、供用性（維持管理の容易

性）等、環境の維持、景観等が評価項目として挙げられます。 

 

公共工事に活用される総合評価落札方式を踏まえて検討すると、ビルメンテナンス業務に

活用される総合評価落札方式でも、大きく分類して「簡易型」「標準型」「高度技術提案

型」の 3つのタイプが想定されます。本モデルケースは、価格と価格以外の評価のバランス

が取れたコストパフォーマンスの良い総合評価をする「標準型」の総合評価落札方式の導入

を想定して作成されています。11章の「モデルケース（清掃業務）」は「標準型」に基づ

いた評価項目及び評価基準により作成されています。型の選択や評価項目及び評価基準の設

定は、各地方公共団体の判断に任されています。特に簡易型を選ぶ場合には、入札参加者に

過度の事務負担をかけない等の工夫が必要です。 
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表 2：ビルメンテナンス業務に活用される総合評価落札方式のタイプ 

ビルメンテナンス業務に活用される総合評価落札方式 

簡易型 

一般的で小規模な業務において、同種業務の実績や成績等、定量化された評価項目と入札

価格を総合的に評価する方式です。基本的な評価項目を採用して、価格に重点を置いた評

価を行います。 

 

標準型 

一般的で小規模な業務において、同種業務の実績や成績等、定量化された評価項目と入札

価格を総合的に評価する方式です。基本的な評価項目に技術評価や企業体制評価、その他

の評価点（社会貢献等）の評価項目を追加して、価格とその他の評価項目とのバランスを

取って評価を行います。 

 

高度技術提案型 

技術的な工夫の余地が大きい、高度な技術提案を要する業務に適用される方式です。しか

しながら、一般的なビルメンテナンス業務においては高度技術提案型の採用は想定されま

せん。 
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図 2：ビルメンテナンス業務に採用される総合評価落札方式のタイプ 

 
図 3：価格評価とその他の評価項目の割合のイメージ図 
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3. 総合評価落札方式における入札関係事務の違いは何ですか 
価格競争方式と比較して、総合評価落札方式を導入する際に新たに必要となる事務を以

下に挙げます。 

1. 公告等の実施の前に、評価項目及び評価基準を設定するとともに、評価方法を決定

する 

2. 地方自治法施行令第 167 条 10 の 2の規定に基づき、落札者決定基準を定めようとす

るときに 2 人以上の学識経験者の意見を聴く8（当該意見聴取において、落札者を決

定するときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見があった場合には

再度の意見聴取が必要） 

※学識経験者：大学等の教員、地方行政や建築保全に関する博士号を有する専門家

等が挙げられる 

 
図 4：総合評価落札方式と価格競争方式のフロー 

 

※1 学識経験者からの意見聴取が必要 

※2 ※1の意見聴取時に再度の意見聴取が必要とされた場合には必要 

  

 
8 「4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところ

により、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」e-Gov「地方自治法施

行令第百六十七条の十の二」（https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000016、最終アクセス日：

2025 年 3 月 13 日） 
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4. 総合評価落札方式の活用が望まれる業務にはどのようなもの

がありますか 
総合評価落札方式の活用が望まれる業務を以下に挙げます。 

 

1. あらかじめ各省庁及び地方公共団体において標準的な仕様を定めることが可能であ

り、当該仕様に基づき履行することで事業の目的が達成できるもの 

2. 契約の性質又は目的から、入札者の実施提案等によって、調達価格の差異に比し

て、業務の品質の優劣に相当程度の差異が生じると認められるもの 

 
建築保全業務共通仕様書及び建築保全業務積算基準を使用して仕様書及び予定価格内訳

書が作成できる一般的なビルメンテナンス業務においても、上記の事項が当てはまると考え

られます。 
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総合評価落札方式の導入方法 

5. 総合評価落札方式はどのような手順で進めますか 
総合評価落札方式の手順の例を以下の図で示します。各手順における必要な日数につい

てはあくまでも目安9ですので、各省庁及び地方公共団体で調整できます。 

 

 
図 5：総合評価落札方式のフロー 

 

※1 学識経験者からの意見聴取が必要 

※2 ※1の意見聴取時に再度の意見聴取が必要とされた場合には必要 

※3 人員配置に要する日数を考慮し、1 か月程度前もって契約を結ぶ方が望ましい 

注 1 一般競争入札で実施した場合を示す 

注 2 各手続の所要日数（土日・祝日は除く。）は、概ねの目安を示したものであり、発注

者の体制や入札案件により異なってくることに留意 

 

 

  

 
9 参考：国土交通省「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル 改訂版」ｐ21【市区町村向け簡易

型総合評価方式のフロー】

（https://www.google.com/url?q=https://www.mlit.go.jp/common/000020197.pdf&sa=D&source=doc

s&ust=1733202086435054&usg=AOvVaw11Dbgt6JGR00rVyBG9pGi4、最終アクセス日：2025 年 3 月 13

日） 
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6. 総合評価落札方式における価格点の考え方 
 

総合評価落札方式は、「価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利な

ものをもつて申込みをした者を落札者とする」制度です（地方自治法施行令第 167 条の 10

の 2 第 2項）。各地方公共団体にとって、これを満たしたものが最も有利であると説明でき

る評価基準の設定を行ってください。 

本モデルケースで参考例として提案する設定方法は以下の通りです。 

1. 予定価格を積算する 

※建築保全業務労務単価等を用いて適切に行うこと 

2. 「基準額」を検討する 

※基準額とは、予定価格よりも安く、かつ受注者の創意工夫により当該契約

の適切な履行が見込める価格である 

予定価格と失格基準額の中央値に近い割合（例：予定価格の 85～95％）であ

る程度自由に設定することが考えられる（下図②：この価格で価格評価点が

満点となる） 

3. 「失格基準額」を検討する 

※失格基準額とは、「失格基準」を具体的に示した価格である。適正な労働

環境の担保を考慮して設定する必要がある（例：各地方の最低賃金を基にし

て積算し算定する） 

設定水準の例として、「予定価格の積算時に建築保全業務労務単価を用いた

箇所」全てに、「その地域の最低賃金」を代入した場合の水準として考えら

れる 75～85％程度（清掃の場合）が挙げられる（下図③：この価格を下回る

と評価対象外となる） 

 

上記の設定方法により、ダンピングを防止し、コストと質のバランスが取れた事業実施

を見込むことができます。上記のように設定した場合、失格基準額を下回る入札額について

は、価格評価の対象外となります。 

基準額や失格基準額の割合は、各地方公共団体の入札の実施実績等から総合的に考慮し

て設定することが考えられます。基準額の設定は、予定価格と失格基準額の中央値（若しく

はそれに近い値）である割合を考慮した設定を想定しています。このモデルケースにおいて

は、失格基準額と予定価格のおおよその中央値である 85～95％に設定していますが、この

限りではありません。 
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図 6：価格評価における各種基準の例（清掃の場合） 
 

価格点の算出方法の例（基準額を予定価格の 90％、失格基準額を 80％に設定した場合） 

線分 1：失格基準額（80%）から基準額（90%）まで 

式：y＝100（ただし、80≦x≦90 の範囲） 

2 点の座標：（80,100）と（90,100） 

傾き：（100－100）／（90－80）＝0 

切片：y＝100 

 

線分 2：基準額（90%）から予定価格（100%）まで 

式：y＝－10x＋1000（ただし、90≦x≦100 の範囲） 

2 点の座標：（90,100）と（100,0） 

傾き：（0－100）／（100－90）＝－100／10＝－10 

切片：0＝－10×100b から、b＝1000 

 

上記の算出方法を踏まえた場合、価格点の算出式は以下になります。 

y＝100（80≦x≦90 の範囲） 

y＝－10x＋1000（90≦x≦100 の範囲） 

 

予定価格を x とし、縦軸を価格点とした場合、価格点 y の算出式は以下になります。 

y＝100（0.8x≦入札価格≦0.9x の範囲） 

y＝－1000×入札価格÷x＋1000（0.9x≦入札価格≦x の範囲） 
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7. 評価項目及び評価基準はどのようなものがありますか 
各省庁及び地方公共団体の実情に応じて評価項目及び評価基準を設定することができま

す。総合評価落札方式には最低制限価格制度は適用できませんが、失格基準を設定し当該基

準に該当する入札をした業者と契約をしなければ、最低制限価格制度と同様のダンピング排

除の効果を得ることができます。各省庁及び地方公共団体で、ダンピング排除を考慮した評

価項目及び評価基準の設定を行ってください。評価項目は、「技術評価項目」と「企業体制

評価項目」に分けられます。評価項目の例を以下に挙げます。 

 

技術評価項目 

（A）企業の履行能力 

①履行体制 

発注者の仕様に基づき、適切かつ確実に業務を遂行する体制を有する企業であるかを

評価するものであり、作業計画書及び業務実施体制等の状況を評価基準とします。 

②同種の履行実績 

同種業務の実績がある業者は、同種の別業務についても適切に履行することができる

という考え方に基づき設定される評価項目です。評価の対象とする履行実績の期間の

設定については、業者のダンピングを誘発する可能性等に留意しつつ、各省庁及び地

方公共団体の実情に応じて設定して下さい。 

③研修体制 

業務遂行に必要とされる技術力のうち、重要かつ最も基本的な技術力を確保するとと

もに、業務従事者の技術力の養成について、受注者の意識レベルを評価するものであ

り、研修制度の整備状況や実施計画を評価項目とします。 

④経営状況 

安定的・継続的に業務履行が可能な経営状況であるかを評価する項目で、主に過去の

経営状況を確認します。 

 

（B）配置予定資格者の能力 

①同種の履行実績 

発注者が指示する仕様に基づき、適切かつ確実に業務を遂行する能力を有する者であ

るか等を評価するものであり、業務に直接関わる配置予定者の資格等を評価基準とし

ます。 

②保有資格 

実際に業務を担当する予定の資格者を評価する項目です。ビルメンテナンス業務の品

質を確保するためには、企業のみならず個々の作業者の能力も重要です。申告内容を

証明する資料の提出を求める等、申告内容の正当性を確認する必要があります。 

 

企業体制評価項目 

（C）地域・社会貢献 

①営業拠点の所在地 

②防災協定等に基づく活動 



16 

 

ビルメンテナンス業務の品質を確保し業務を円滑に実施するためには、事業を担う企

業は、当該地域の自然的・社会的条件について熟知している企業や、災害時の対応や

ボランティアの活動等を通じて当該地域において信頼性・社会性を有する企業である

ことが望ましい、との考え方から設定される評価項目です。ただし、こうした観点で

評価項目を設定する場合、競争性・透明性の確保に留意する必要があります。 

③子育て支援 

④環境配慮（ISO14001 等取得） 

 

（D）その他の評価項目 

ビルメンテナンス事業の調達は、ビルメンテナンス業務を適切な価格で適切に実施す

ることを目的として実施されますが、各省庁及び地方公共団体によっては、安全、環

境、福祉等幅広い政策目的を実現するための政策手段として調達を行っている例もあ

ります。採用する項目を検討する際には、企業の履行能力や地域貢献に関する評価項

目の配点とのバランスに配慮しつつ、業務の品質確保に資するという観点から、各省

庁及び地方公共団体の実情に応じた判断をして下さい。 
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8. 評価項目及び評価基準の設定例 

8.1 地方公共団体の例 
ビルメンテナンス業務の発注において総合評価落札方式を採用している地方公共団体の

評価項目を一覧にしました。 

 

表 3：地方公共団体の評価項目 

評価項目 地方公共団体 

 豊中市10 青森市11 枚方市12 八王子

市13 

寝屋川

市14 

広島県15 

技

術

評

価 

企業

の 

履行

能力 

履行体制 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

同種の履行実績 ◯ ◯  ◯ ◯ ◯ 

研修体制 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

自主検査体制 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

苦情処理体制   ◯ ◯ ◯ ◯ 

経営状況 

 
   ◯  ◯ 

 
10 豊中市「落札者決定基準及び徴収書類等」

（https://www.city.toyonaka.osaka.jp/hp/shokai/nyusatsu/koukoku/nyusatsu_result/kokuji7.ht

ml 

、最終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
11 青森市「総合評価落札方式の試行運用の手引き～建物清掃等業務～」

（https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/jigyosha/1004461/1004462/1004675.html、最

終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
12 枚方市「庁舎清掃業務委託 総合評価一般競争入札 落札者決定基準」

（https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000008/8577/23015.pdf、最終アクセ

ス日：2025 年 3 月 13 日） 
13 八王子市「八王子市における総合評価方式の適用ガイドライン（業務委託契約）」

（https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/011/002/003/p007432.html、最終アクセス日：

2025 年 3 月 13 日） 
14 寝屋川市「令和 5 年度 清掃業務委託 総合評価制限付一般競争入札 評価基準・採点基準」

（https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/34/hyoukakijyun-seisou.pdf、最終

アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
15 広島県「広島県福山庁舎清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札の結果について」

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/nyusatsukeiyaku/rakusatsukoukoku20240319.html、最

終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
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評価項目 地方公共団体 

品質マネジメン

トシステム

（ISO9001 等）

取得 

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

配置

予定

資格

者の 

能力 

同種の履行実績    ◯   

保有資格 
   ◯  ◯ 

企

業

体

制

評

価

項

目 

地域 

・ 

社会

貢献 

営業拠点の所在

地 
 ◯  ◯ ◯  

防災協定等に基

づく活動 
◯ ◯  ◯   

障害者雇用 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

子育て支援 ◯  ◯ ◯ ◯ ◯ 

環境マネジメン

トシステム

（ISO14001 等）

取得 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 評価方法比率（価格:評

価） 
1：1 8：2 6：4 

概ね 

1：1 
1：1 1：1 

 評価値の算出方法 加算 加算 加算 加算 加算 加算 

 低価格入札調査の有無 あり あり あり あり なし あり 

 CORINS の使用 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 

※地方公共団体の資料を基にアットグローバルにて作成 
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8.2 評価項目及び評価基準の設定例 
デスクリサーチにより、ビルメンテナンス業務の発注において総合評価落札方式を採用

している地方公共団体の資料を収集し、評価項目を参照しながら設定例を作成しました。 

本モデルケースでは、「簡易型」の価格評価とその他の評価項目の点数配分を概ね 7：

3、「標準型」の価格評価とその他の評価項目の点数配分を概ね 1：1としています。総合評

価落札方式は、「価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもつ

て申込みをした者を落札者とする」制度です（地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2第 2

項）。各地方公共団体にとって、これを満たしたものが最も有利であると説明できる評価基

準の設定を行ってください。 

本モデルケースは、価格と価格以外の評価のバランスが取れたコストパフォーマンスの

良い総合評価をする「標準型」の総合評価落札方式の導入を想定して作成されています。型

の選択や評価項目及び評価基準の設定は、各地方公共団体の判断に任されています。「簡易

型」と「標準型」の選択の際には以下の点に留意してください。 

 

表 4：型の選択の際の留意点 

簡易型 価格を重視しつつ、価格以外の評価を含める評価基準 

※「簡易型」を選ぶ場合には、入札参加者に過度の事務負担をかけない等の

工夫が必要 

点数配分 一般的に 7（価格）：3（価格以外） 

評価項目 技術評価点から 2～3項目 

企業体制評価点から 1項目 

を目安として選定 

標準型 価格と価格以外の評価のバランスが取れた評価基準 

点数配分 一般的に 1（価格）：1（価格以外） 

評価項目 各発注者が重視したいポイントに合わせ、任意に選定 

 

「簡易型」は価格評価とその他の評価項目の点数配分が概ね 7：3ですが、追加の評価項

目が多数に上る場合は、価格点以外の各評価項目の影響力が小さくなってしまう恐れがあり

ます。そこで、価格点以外の評価項目の重要性を保つために、「標準型」を選択して価格評

価とその他の評価項目の点数配分を概ね 1：1とすることを推奨します。総合評価落札方式

は、「価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもつて申込みを

した者を落札者とする」制度です（地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2第 2 項）。各地方

公共団体にとって、これを満たしたものが最も有利であると説明できる評価基準の設定を行

ってください。なお、「簡易型」を選ぶ場合には、入札参加者に過度の事務負担をかけない

等の工夫が必要です。 
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図 7：総合評価落札方式導入のフロー図 

 

評価基準を選定する際に留意する点 

● 推奨項目は優先的に採用することを検討する 

● 必須項目については、評価基準ではなく、入札参加資格に明記することを検討する 

● 入札参加資格で問われている項目については、重複しないよう評価基準から除外す

る（推奨項目も同様） 

● 「入札参加資格」で「有無」を問い、「評価項目」でその「多寡」を問うことも可

能 

● 入札参加資格で「有無」を問うことに加えて、「多寡」についてさらに評価したい

場合には、加点方式の評価基準を採用する 

配点例については、「11．モデルケース」を参照してください。 

 

評価項目及び評価基準の設定例を以下に示します。「推奨項目」は簡易型の評価基準設

定の際の推奨項目です。標準型の評価基準を設定する際には、地方公共団体の裁量により項

目を追加して下さい。 
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表 5：評価項目及び評価基準の設定例 

 
評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

価

格 

評

価 

価格   ー ー 

技 

術 

評 

価 

項 

目 

企

業

の

履

行

能

力 

履

行

体

制 

 

仕様書に

基づく業

務計画書

及び業務

実施体制 

 

〇 業務計画書及び業務実施

体制を作成している 

a.適正な履行を確保するための業務

計画書及び業務実施体制（配置予定

業務責任者等の資格・経験及び作業

員の配置計画等）が作成されている 

業務計画書及び業務実施

体制を作成していない 

b.適正な履行を確保するための業務

計画書及び業務実施体制（配置予定

業務責任 

者等の資格・経験及び作業員の配置

計画等）作成しているが、さらに工

夫が必要である 

c.適正な履行を確保するための業務

計画及び業務実施体制がない 

同

種

の

履

行

実

績 

過去 3 年

間の同種

の履行実

績 

 

〇 a.県又は市町村発注で実

績あり 

a.公共発注機関の実績を 5件有する 

b.その他の公共発注機関

の実績あり 

b.公共発注機関の実績を 3～4件有す

る 

c.a.b.には該当しない

が、その他の履行実績あ

り 

c.公共発注機関の実績を 1～2件有す

る 

d.履行実績なし d.公共発注機関の実績なし 

衛

生

的

環

境

の

確

保 

建築物に

おける衛

生的環境

の確保に

関する事

業の登録 

〇 a.登録あり ー 

b.登録なし ー 

研 清掃作業  a.過去 1年間の研修実 ー 
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評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

修

体

制 

従事者に

対する研

修の実施

状況 

績、あるいは契約期間中

の研修計画あり 

b.過去 1年間の研修実

績、契約期間中の研修計

画なし 

ー 

履

行

品

質 

業務履行

上の工夫 

 ー 

 

a.現実的で効果的工夫を 3個有する 

b.現実的で効果的工夫を 2個有する 

c.現実的で効果的工夫を 1個有する 

d.現実的で効果的工夫の記載がない 

コスト低

減のため

の工夫 

 ー a.現実的で効果的工夫を 3個有する 

b.現実的で効果的工夫を 2個有する 

c.現実的で効果的工夫を 1個有する 

d.現実的で効果的工夫の記載がない 

自

主

検

査

体

制 

自主検査

計画の策

定 

 a.本業務の品質を維持向

上するための自主検査計

画が策定されている 

a.本件業務に対する独自の「自主点

検・評価」、建築物清掃管理評価資

格者（インスペクター）による「自

主点検・評価」体制の計画がある 

b.本件業務に対する独自の「自主点

検・評価」体制がある 

b.本業務の品質を維持向

上するための自主検査計

画が策定されていない c.a.b.には該当しないが、「自主点

検・評価」による業務改善の実績が

ある 

d.自主検査計画が策定されていない 
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評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

苦

情

処

理

体

制 

苦情処理

体制の構

築 

 a.苦情処理要領（マニュ

アル等）の整備あり 

a.当該業務の適正な履行に沿った苦

情処理要領（マニュアル等）の内容

であり、即時の対応が可能である 

b.当該業務の適正な履行に沿った苦

情処理要領（マニュアル等）の内容

である  b.苦情処理要領（マニュ

アル等）の整備なし 

c.当該業務の適正な履行に沿った苦

情処理要領（マニュアル等）の内容

でない、若しくは要領が整備されて

いない 

経

営

状

況 

安定的・

継続的な

業務履行

を可能と

する経営

状況 

 a.過去 3年間全て経常利

益がプラスである 

ー 

b.上記以外 

就

業

規

則 

就業規則

の整備状

況 

 a.就業規則が整備されて

いる 

a.就業規則が整備されており、過去 3

年以内に労働基準監督当局から指導

を受けていない 

b.就業規則が整備されており、過去 1

年以内に労働基準監督当局から指導

を受けていない b.就業規則が整備されて

いない 
c.就業規則が整備されている 

d.就業規則が整備されていない 

配

置

予

定

資

格

者

同

種

の

履

行

実

績 

過去 3 年

間の履行

経験 

 

 a.県又は市町村発注で実

績あり 

a.同種なおかつ同規模以上の立場で

同種業務の実績を 3件有する 

b.その他の公共発注機関

の実績あり 

b.同種なおかつ同規模以上の立場で

同種業務の実績を 2件有する 

c.a.b.には該当しない

が、その他の履行実績あ

c.同種なおかつ同規模以上の立場で

同種業務の実績を 1件有する 
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評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

の

能

力 

 り 

d.履行実績なし d.同種なおかつ同規模以上の立場で

同種業務の実績が 0件 

保

有

資

格 

該当する

業務遂行

上必要な

資格（ビ

ルクリー

ニング技

能士等） 

 a.資格あり ー 

b.資格なし 

企

業

体

制

評

価

項

目 

地

域

・

社

会

貢

献 

営

業

拠

点

の

所

在

地 

同一市町

村内にお

ける実質

の伴った

営業拠点

の所在の

有無 

〇 a.県又は同一市町村内に

あり 

ー 

b.県又は同一市町村内に

なし 

防

災

協

定

等

に

基

づ

く

活

動 

防災協定

等に基づ

く活動実

績 

 a.協力事業所認定あり

（協定が存在する場合の

み有効） 

a.協力事業所認定、活動実績あり 

b.協力事業所認定はあるが活動実績

なし 

b.協力事業所認定なし

（協定が存在する場合の

み有効） 

c.協力事業所認定、活動実績なし 

子

育

て

支

援 

育児・介

護休暇及

び休業制

度への取

り組み 

 a.仕事と家庭の両立支援

への取り組みあり 

a.次世代育成支援対策推進法に基づ

く、従業員の仕事と子育てに関する

「一般事業主行動計画」の策定を

し、認定を受けている 

b.次世代育成支援対策推進法に基づ
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評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

b.仕事と家庭の両立支援

への取り組みなし 

く、従業員の仕事と子育てに関する

「一般事業主行動計画」の策定をし

ている 

c.次世代育成支援対策推進法に基づ

く、従業員の仕事と子育てに関する

「一般事業主行動計画」の策定をし

ていない 

環

境

配

慮 

環境マネ

ジメント

システム

（EMS）

ISO14001

の取得 

 a.取得あり ー 

b.取得なし 

労

働

環

境 

最低賃金

の支払い 

 

 ー a.3 年以上最低賃金以上の賃金の支払

いを行っていることを証明できる 

b.3 年以上最低賃金以上の賃金の支払

いを行っていることを証明できない 

障

害

者

雇

用 

企業全体

の障害者

の雇用状

況16 

※実態に

合わせて

評価基準

の選択と

内容の調

整ができ

る 

 ー 

 

勤

続

年

数

を

評

価 

a.平均勤続年数 5年以上 

b.平均勤続年数 1～4年 

c.平均勤続年数 1年未満 

雇

用

人

数

を

評

価 

a.33 人～ 

b.25～32 人 

c.17～24 人 

d.9～16 人 

e.1～8 人 

 
16 雇用者数及び雇用率の算出方法は、「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づくものとする。 

e-gov「障害者の雇用の促進に関する法律」（https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123、最

終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
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評価 

項目 
評価内容 推奨項目 

評価基準 

※有無を問う 

評価基準 

※多寡を問う加点評価 

雇

用

率

を

評

価 

a.4.20％～ 

b.3.60～4.19％ 

c.3.00～3.59％ 

d.2.40～2.99％ 

e.1.81～2.39％ 

社

会

復

帰

支

援 

更生保護

協力雇用

主の 

登録状況 

 a.更生保護協力雇用主の

登録あり 

 

ー 

b.更生保護協力雇用主の

登録なし 

 

※自由記入欄のサンプル 

現実的で効果的な工夫の記載を評価する。各提案を 1つと数え、3つで満点、提案がない場

合は 0点とすることができる。字数や提案できる工夫の数等は各地方公共団体において調整

できる。 

業務履行上の工夫（各項目 100 字以内） 

●  
●  
●  

コスト低減の工夫（各項目 100 字以内） 

●  
●  
●  
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9. 評価方法にはどのような方法がありますか 
公共工事の総合評価落札方式では、評価値の算出方法として加算方式と除算方式が採用

されていますが、本事業で実施したデスクリサーチでは、ビルメンテナンス業務において総

合評価落札方式を導入している全ての地方公共団体が加算方式を採用していたことから、本

モデルケースでは評価方法として加算方式について説明します。 

 

加算方式 

入札価格を一定のルールにより点数化した「価格評価点」、「技術評価点」及び、「企

業体制評価」等その他の要素を点数化した評価点を加算することで、評価値を算出します。 

 

評価値の算出方法の例 

評価値＝価格評価点（100 点）＋技術評価点及び企業体制評価点（100 点） 

 

価格評価点の算出方法の例 

※基準額を 90％、失格基準額を 80％として設定した場合 

価格評価点＝100（0.8≦入札額／予定価格≦0.9 の範囲） 

価格評価点＝－1000×（入札価格／予定価格）＋1000（0.9≦入札額/予定価格≦1の範囲） 

 

ただし、基準額以下の入札価格で入札した者の価格評価点は 100 点とし、原則として失

格基準額を設定してそれを下回る者は失格とする（算出については「6. 総合評価落札方式

における価格点の考え方」を参照）。 

 

表 6：【清掃及び設備管理業務等の業務委託において総合評価落札方式を導入している地方

公共団体の評価方法の例】 

青森市17 評価値＝価格評価点（80 点）＋価格以外の評価点（20 点） 

（1）入札価格≧調査基準価格の場合 

価格評価点＝配点×（1－入札価格／予定価格）（有効桁数を設けず小数点第

3位まで表記） 

（2）入札価格＜調査基準価格の場合 

価格評価点＝配点×（（1－調査基準価格／予定価格）＋0.5×（調査基準価

格－入札価格）／予定価格）（有効桁数を設けず、小数点第 3位まで表記） 

枚方市18 価格評価点：120 点、技術評価点：30 点、社会的価値評価点：50 点 

 
17 青森市「総合評価落札方式の試行運用の手引き～建物清掃等業務～」

（https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/jigyosha/1004461/1004462/1004675.html、最

終アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
18 枚方市「庁舎清掃業務委託 総合評価一般競争入札落札者決定基準」

（https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000008/8577/23015.pdf、最終アクセ

ス日：2025 年 3 月 13 日） 



28 

 

評価値＝価格評価点＋技術的評価点＋社会的価値評価点 

【価格評価点の算定方法】 

（1）価格評価点（小数点以下切捨て） 

価格評価分類における評価点（120 点）×（調査基準価格／入札価格） 

ただし、調査基準価格以下の入札価格で入札した者の価格評価点は、全て

120 点とする。 

（2）技術的評価点及び社会的価値評価点の算定方法 

【技術的評価点（小数点以下切捨て）】 

技術的評価分類における評価点（30 点）×（個別点の得点／個別点の最高得

点） 

【社会的価値評価点（小数点以下切捨て）】 

社会的価値評価分類における評価点（50点）×（個別点の得点／個別点の最

高得点） 

寝屋川市19 価格評価点：100 点、技術的評価点：40点、社会的価値評価点：35 点、地域

貢献度評価点：25 点。合計 200 点。 

八王子市20 落札者は、価格評価点及び技術評価点の合計点の最も高い者とし、かつ次の

いずれかの場合における審議を経て決定する。 

（1）評価値の算出方法 

・評価値＝価格評価点＋技術評価点 

※価格評価点と技術評価点の配点比は、概ね 1：1とする。 

（2）価格評価点の算出方法 

・価格評価点＝80×（1－入札価格／予定基準価格）（小数点以下第 4位四捨

五入） 

 

  

 
19 寝屋川市「令和 5 年度 清掃業務委託 総合評価制限付一般競争入札 評価基準・採点基準」

（https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/34/hyoukakijyun-seisou.pdf、最終

アクセス日：2025 年 3 月 13 日） 
20 八王子市「八王子市における総合評価方式の適用ガイドライン（業務委託契約）」

（https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/011/002/003/p007432.html、最終アクセス日：

2025 年 3 月 13 日） 
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除算方式 

価格以外の要素を数値化した「技術評価点」（標準点＋加算点）を入札価格で除して、

評価値を価格あたりの品質として算出する方法です。なお、標準点を 100 点として、技術提

案に応じた加算点が 10点から 100 点の範囲内で決定されている例があります。 

 

 
図 8：除算方式のイメージ図 
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10. 落札者を決定するための評価はどのようにするのでしょう

か 
加算方式により評価値を求め、総合評価による判定を行う場合の例を以下に示します。 

 

対象業務：〇〇市庁舎清掃業務 

予定価格：10,000 千円 

入札者：A 社、B社、C社、D 社、E社、F社、G社、H社、I社、J社 

評価方法：【加算方式】 

評価値＝価格評価点＋技術評価点及び企業体制評価点 

※基準額を 90％、失格基準額を 80％として設定した場合 

価格評価点＝100（0.8≦入札額／予定価格≦0.9 の範囲） 

価格評価点＝－1000×（入札価格／予定価格）＋1000（0.9≦入札額/予定価格≦1の範囲） 

ただし、基準額以下の入札価格で入札した者の価格評価点は 100 点とし、原則として失格基

準額を設定してそれを下回る者は失格とする（算出については「6. 総合評価落札方式にお

ける価格点の考え方」を参照） 
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異なる入札価格の 10 社を上記の方法で評価すると、以下の結果になります。 

 

表 7：入札結果 

 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社 G 社 H 社 I 社 J 社 

技術

点 

ー 20 60 35 90 75 80 65 70 ー 

入札

価格

（千

円） 

7,980 8,300 8,500 8,800 9,050 9,200 

 

9,500 9,700 9,800 10,100 

 

価格

評価

点 

失格 100 100 100 95 

 

80 

 

50 30 20 失格 

評価

値 

ー 120 160 135 185 155 130 95 90 ー 

順位 ー 6 2 4 1 3 5 7 8 ー 

落札

者 

    〇      

 

 
図 9：入札額の比較 
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【算定結果の詳細】 

A 社  失格 

B 社  価格評価点＝基準額以下のため 100 点 

    技術評価点＝100×20／100＝20 

    評価値＝100＋20＝120 点 

C 社  価格評価点＝基準額以下のため 100 点 

    技術評価点＝100×60／100＝60 

    評価値＝100＋60＝160 点 

D 社  価格評価点＝基準額以下のため 100 点 

    技術評価点＝100×35／100＝35 

    評価値＝100＋35＝135 点 

E 社  価格評価点＝－1000×（9,050 千円／10,000 千円）＋1000＝95 

    技術評価点＝100×90／100＝90 

    評価値＝95＋90＝185 点 

F 社  価格評価点＝－1000×（9,200 千円／10,000 千円）＋1000＝80 

    技術評価点＝100×75／100＝75 

    評価値＝80＋75＝155 点 

G 社  価格評価点＝－1000×（9,500 千円／10,000 千円）＋1000＝50 

    技術評価点＝100×80／100＝80 

    評価値＝50＋80＝130 点 

H 社  価格評価点＝－1000×（9,700 千円／10,000 千円）＋1000＝30 

    技術評価点＝100×65／100＝65 

    評価値＝30＋65＝95 点 

I 社  価格評価点＝－1000×（9,800 千円／10,000 千円）＋1000＝20 

    技術評価点＝100×70／100＝70 

    評価値＝20＋70＝90 点 

J 社  失格 
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総合評価落札方式を導入したモデルケース 
ビルメンテナンス業務において総合評価落札方式を採用する際には、公告等の実施の前

に、2 人以上の学識経験者の意見を聴取した上で評価基準を設定する必要があります。評価

項目は、前述の「表 5：評価項目及び評価基準の設定例」を参照して、各地方公共団体が実

情に合わせて決定することができます。 

本モデルケースは、「標準型」の総合評価落札方式の導入を想定して作成されていま

す。型の選択や評価項目及び評価基準の設定は、各地方公共団体の判断に任されています

が、「簡易型」を選ぶ場合には入札参加者に過度の事務負担をかけない等の工夫が必要で

す。 

一般的なビルメンテナンス業務を例に挙げて、評価項目を設定した「モデルケース」を

以下に示します。各省庁及び地方公共団体で評価項目や評価基準を設定する際には、ダンピ

ング排除を考慮した評価項目及び評価基準の設定を行ってください。 

11. モデルケース（清掃業務） 

表 8：標準型モデルケースの評価項目（1：1） 

 評価項目 評価内容 評価基準 配点 

価

格

評

価 

価格 ー 価格評価点は次により算出する 

－1000×（入札価格／予定価格）＋

1000※ 
100 

技 

術 

評 

価 

項 

目 

企業

の履

行能

力 

履行体制 

 

仕様書に基づく業務

計画書及び業務実施

体制 

 

a.適正な履行を確保するための業務

計画書及び業務実施体制（配置予定

業務責任者等の資格・経験及び作業

員の配置計画等）が作成されている 

10 

b.適正な履行を確保するための業務

計画書及び業務実施体制（配置予定

業務責任者等の資格・経験及び作業

員の配置計画等）作成の上でさらに

工夫が必要である 

5 

c.適正な履行を確保するための業務

計画及び業務実施体制がない 
0 

同種の履行

実績 

 

過去 3年間の同種の

履行実績 

 

a.県又は市町村発注で実績あり 10 

b.その他の公共発注機関の実績あり 7 
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c.a.b.には該当しないが、その他の

履行実績あり 
5 

d.履行実績なし 0 

衛生的環境

の確保 

建築物における衛生

的環境の確保に関す

る事業の登録 

a.登録あり 5 

b.登録なし 0 

研修体制 清掃作業従事者に対

する研修の実施状況 

a.過去 1年間の研修実績、あるいは

契約期間中の研修計画あり 
5 

b.過去 1年間の研修実績、契約期間

中の研修計画なし 
0 

履行品質 業務履行のための効

果的な工夫を評価す

る 

a.現実的で効果的工夫を 3個有する 
7 

b.現実的で効果的工夫を 2個有する 5 

c.現実的で効果的工夫を 1個有する 3 

d.現実的で効果的工夫の記載がない 0 

自主検査体

制 

自主検査計画の策定 a.本件業務に対する独自の「自主点

検・評価」、建築物清掃管理評価資

格者（インスペクター）による「自

主点検・評価」体制の計画がある 

7 

b.本件業務に対する独自の「自主点

検・評価」体制がある 
5 

c.a.b.には該当しないが、「自主点

検・評価」による業務改善の実績が

ある 

3 

d.自主検査計画が策定されていない 0 

苦情処理体

制 

苦情処理体制の構築 a.苦情処理要領（マニュアル等）の

整備あり 
5 

b.苦情処理要領（マニュアル等）の

整備なし 
0 

経営状況 過去 3年間の経営状

況を評価 

a.過去 3年間全て経常利益がプラス

である 
5 
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b.上記以外 0 

就業規則 就業規則の整備状況 a.就業規則が整備されている 5 

b.就業規則が整備されていない 0 

 配置

予定

資格

者の

能力 

同種の履行

実績 

過去 3年間の履行経

験 

a.県又は市町村発注で実績あり 10 

b.その他の公共発注機関の実績あり 7 

c.a.b.には該当しないが、その他の

履行実績あり 
3 

d.履行実績なし 0 

保有資格 該当する業務遂行上

必要な資格（ビルク

リーニング技能士

等） 

a.資格あり 
5 

b.資格なし 0 

企

業

体

制

評

価

項

目 

地

域・

社会

貢献 

営業拠点の

所在地 

同一市町村内におけ

る実質の伴った営業

拠点の所在の有無 

a.県又は同一市町村内にあり 5 

b.県又は同一市町村内になし 0 

防災協定等

に基づく活

動 

 

 

防災協定等に基づく

活動実績の有無 

a.協力事業者認定、活動実績あり 6 

b.協力事業者認定はあるが活動実績

なし 
3 

c.協力事業所認定、活動実績なし 0 

子育て支援 育児・介護休暇及び

休業制度への取り組

みや就業規則 

a.仕事と家庭の両立支援への取り組

みあり 
5 

b.仕事と家庭の両立支援への取り組

みなし 
0 

環境配慮 環境マネジメントシ

ステム（EMS）

ISO14001 の取得 

a.取得あり 5 

b.取得なし 0 

障害者雇用 障害者の平均勤続年

数 

a.企業全体の平均勤続年数が 5 年以

上 5 

b.企業全体の平均勤続年数が 1～4年 3 
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c.企業全体の平均勤続年数が 1 年未

満 0 

価格評価点の配分点 100 

技術評価・企業体制評価点の配分点 100 

＝合計 200 

※入札価格が予定価格と同額になった場合には価格評価点は考慮しないが、価格以外の要素

に基づいて適切な評価を行うものとする。  



37 

 

表 9：モデルケース A市庁舎清掃業務 

概要 標準型の評価項目及び評価基準で評価値を算

出している事案 

対象業務 建築保全業務共通仕様書及び建築保全業務積

算基準を使用して仕様書及び予定価格内訳書

が作成できる一般的な庁舎清掃業務 

予定価格 32,000,000 円 

入札価格 28,248,000 円（予定価格の約 88％） 

価格評価点 

（100×（1－入札価格／予定価格）） 

－1000×（入札価格／予定価格）＋1000

（0.9≦入札額／予定価格≦1の範囲） 

 

100 点（小数点以下切捨て） 

（100×（1－28,248,000／32,000,000）） 

基準額（予定価格の 90％）以下の入札価格

で入札した者の価格評価点は全て 100 点とす

るため 

 

技術評価点・企業体制評価点 

（100×得点／満点） 

70 点（100×70／100） 

技術評価 

 履行体制：10点 

 同種の履行実績：5点 

 衛生的環境の確保：5点 

 研修体制：5点 

 履行品質：5点 

 自主検査体制：5点 

 苦情処理体制：5点 

 経営状況：5点 

 就業規則：5点 

 配置予定資格者の能力 

 同種の履行実績：0点 

 保有資格：5点 

企業体制評価 

 営業拠点の所在地：5点 

 防災協定等に基づく活動：0点 

 子育て支援：5点 

 環境配慮：5点 

 障害者雇用：0点 

評価値 

（価格評価点＋技術評価点＋企業体制評

価点） 

170 点（100＋70） 
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様式集 
様式 1：作業計画書（日常清掃） 

様式 2：作業計画書（定期清掃） 

様式 3：同種・同規模業務の履行実績調書 
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（様式 3） 

同種・同規模業務の履行実績調書 

業務名： 

 

商号または名称 

 

業務名 

 

   

発注者名 

 

   

履行場所 

 

   

施設名 

 

   

契約金額 

 

円 円 円 

 

履行期間  年 月 日から 

年 月 日まで 

 

 年 月 日から 

年 月 日まで 

 年 月 日から 

 年 月 日まで 

清掃対象 

延面積 

㎡ 

 

㎡ ㎡ 

 

※添付書類・契約書の写し等 

 

1. 建物清掃業務で入札公告日から過去 3年間に元請けとして受注したものが対象で

す。 

2. 同種同規模業務の履行実績がない場合は業務名欄に「なし」と記入すること。 

3. 履行中のものは、入札公告日時点で 1年以上継続して履行している業務であるこ

と。 

4. 同規模とは、日常清掃の清掃対象延面積が本業務の日常清掃の 70％（割合は各地方

公共団体が設定できる）以上とする。 

5. 契約書の写し（業務名、発注者名、契約金額、清掃対象延面積、履行期間が記載さ

れたページを抜粋したもの）を提出すること。契約書の写しが提出できない場合

は、発注書その他の発注者発行の書面の写しを提出すること。提出がない場合は評

価の対象とはなりませんので注意してください。 


